
お知らせ

ゴールデンウイークのごみ収集・し尿汲み取りなどのお知らせ
問  廃棄物中継センター　☎３７・６１４５／環境課　☎37・6102

ゴールデンウイーク期間中の燃えるごみ収集は平常どおり収集します。そのほかの持込などは表のとおりです。

区分 収集地区・場所など
４月 ５月

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8
月 火 水・祝 木 金 土 日・祝 月・祝 火・祝 水・振休 木 金

燃えるごみ
の収集

月・木曜日区域 ○○ ○○ ○○ ○○
火・金曜日区域 ○○ ○○ ○○ ○○

水曜日区域 ○○ ○○

資源物の収集 市内全域 紙類・
硬プラ

ごみ・資源物の
直接持込

市内
全域

廃棄物中継センター
☎37・6145

○○
8：30〜16：00

○○
8：30〜
12：00

休み休み ○○
8：30〜16：00

資源物の
直接持込

北部資源物回収所
（小城消防署北分署 南側敷地内） ○○

9：00〜
16：00

休み休み
○○

9：00〜
16：00

休み休み
○○

9：00〜
12：00

休み休み
○○

9：00〜
16：00南部資源物回収所

（牛津公民館北）

し尿
汲み取り

【小城町、三日月町の一部】
㈲小城新生興業社（☎72・3091）

○○ 休み休み ○○ 休み休み ○○【牛津町、芦刈町】
㈲天山環境開発工業（☎66・1356）

【三日月町の一部】
ヤマトカンキョウ㈱（☎62・0059）

※�し尿汲み取りは、お住まいの地区の許可業者に直接お申し込みください。� ○ ○ …  収集有り、持込可／休み・空欄  …  収集無し、持込不可
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周辺に悪影響をおよぼす危険な空き家などを県内の解体業者に依頼して除却
（解体）する場合、費用の一部を危険度の高い順から予算の範囲内で補助します。

事前調査申請期間　５月７日（木）～６月30日（火）

補助上限額  50万円～100万円

危険空き家等除却補助金

地方創生移住支援金 未来につなぐ さが移住支援金

問題となる空き家の多くが、荷物が残ったままです。荷物が残ったままだと、整理や処分に
費用や時間がかかり、売却・賃貸や解体など、次のステップに進むことが難しくなります。
断捨離®の考え方をとおして、家の問題を先送りにしないための第一歩を学びませんか？

無料

予約
優先

断捨離®から“すまい”の未来を考えよう空き家セミナー

専門の相談員が空き家の相談に応じます。なんでもご相談ください。

※開設日は予告なく変更になることがあります。事前にお電話いただけますと確実です。

※おぎそらは、NPO法人空家・空地活用サポート
　SAGAが小城市より受託している事業です。

（電話受付：月～金 ９時～17時 土・日・祝日は休み）

火曜日
水・木・金曜日

10時～17時　ゆめぷらっと小城  ２階  市民活動センター内

小城市 空き家相談窓口 おぎそら ☎080・1493・1079

　９時～17時　小城市役所  定住推進課内
開
設
日

問
合
せ

空き家相談窓口

瀬尾美穂さん
せお みほ

空き家コーディネーター

akiyaogi@gmail.com 市ホームページ空き家相談窓口▲

年に一度の
み

の受付

詳細は
こちら

※対象要件などの詳細は、
交付要綱に記載してい
ます。申請前に必ずお問
い合わせください。

現在居住中で、昭和56年５月31日以前に
建築着工した木造住宅の耐震診断は、市
が診断士を派遣しますので、自己負担は
5,000円です。（残りは市が負担します）

道路に面したブロック塀で、高さが１メー
トル以上のものは災害時の避難や物資の輸
送に支障をきたすため、除却工事費の一部
を補助します。（上限13万３千円）

災害に備えて 耐震診断 をしましょう 道路に面した ブロック塀の除却 補助

補助対象となる住宅またはブロック塀などを所有し居住する人、またはその親族などで
耐震診断・ブロック塀などの撤去の費用を負担する人

［注意事項］耐震診断・ブロック塀などの除去を実施する前にお問い合わせください。（実施した後の申請は補助の対象になりません）

補助
対象者

【申込期限】 11月30日（月）【申込期限】 11月30日（月）

詳細は
こちら

詳細は
こちら

空き家の利
活用を

考えません
か！ に関する支援をしています空き家の災害対策を支援しています住まい

を支援しています移 住

世帯の場合は、18歳未満の子どもを帯同
し、県外から小城市に移住し、「地域の担
い手」要件を満たす人への移住支援金。
単身の場合は、59歳以下かつ伝統工芸・
スポーツへの就業のみ。

【支援金の額】
●単身 60万円　●世帯 100万円

【申請者の要件】
●転入後１年以内であること
●申請日から５年以上継続して小城市に
居住する意思があること

●そのほか、就業先などの規定があります
※事前にお問い合わせください。
※令和８年度で事業終了予定です。

東京圏から小城市に移住し、起業や就職
などについての要件を満たす人への移住
支援金。

【支援金の額】
●単身 60万円　●世帯 100万円
※世帯で移住の場合、移住元・移住先で同じ世帯
の人がいることが条件です。

　移住する世帯員のうち、18歳未満の人がいる場合
は、一人につき100万円を加算（予算の範囲内）

【申請者の要件】
●転入後１年以内であること
●申請日から５年以上継続して小城市に居住する
意思があること

●そのほか、就業先などの規定があります
※事前にお問い合わせください。

住宅取得奨励金 Ｕターンや移住をお考えのご家族や
お知り合いにぜひ、ご紹介ください。

【対象者】小城市内に自分名義の家を持っていない人で、
　　　　　芦刈町に家を買う人・建てる人

【主な要件】
①建物の取得費用が300万円以上（改修費を除く）
　であること
②新築は50歳未満、中古は65歳未満であること
③新築の場合は請負契約から、中古の場合は売買
　契約から１年以内で登記前に申請すること
④10年以上その家に住むこと

基本
30
万円

最大
120
万円

子育て加算 １人10万円
三世代同居加算 10万円
市内業者施工加算 10万円
居住誘導区域加算 10万円
空き家付き土地購入 30万円 契約後、速やかに申請してください。・・・・

詳細は
こちら

詳細は
こちら

詳細は
こちら

【受付期限】
令和９年
１月末

芦刈町
限定

空き家・実家 どうしていますか？

6月28日（日）10時〜12時
牛津公民館 ホール場所

日時

50人定員

やましたひでこ公認
断捨離®チーフトレーナー

講師
ふじた くみこ

藤田久美子さん ※LINE予約は24時間受付できます。
※LINEでのお申し込みは１回につき1人限定。
　複数名での参加の場合は、お一人ずつ別途お申し込みください。

市LINE公式アカウント または 電話
☎37・6150（定住推進課）

予約開始／５月７日（木） ９時～

リフォーム費用を補助（予算の範囲内）

空き家バンクで家を購入した人には、
リフォーム費用を最大50万円補助
します。

【地域限定拡大助成】
芦刈町内の空き家バンク登録物件を
・貸す人　・借りた人　・買った人

買いたい・借りたい人

詳細は
こちら

詳細は
こちら

芦刈町の空き家バンクを利用した人には、
最大150万円補助します。

定住推進課　☎37・6150問 申

LINE予約は
こちらから
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お知らせ
市内の各地で素敵なできごとがたくさんありました。
皆さんの笑顔あふれる活動を一部紹介します。まちの 掲 示 板

　長きにわたる芸術文化の普及啓発と指導者の育成が評価され、
小城市文化連盟から（故）相浦充子さんが受賞されました。

　また、市在住の藤瀬愛さん（洋楽）が佐賀県芸術文化奨励賞を
受賞されました。

佐賀県芸術文化功労賞 受賞
【土】
2822

　小城市の春を彩る「小城街道ひなまつり」が、小城市文化連盟（相川
忠彦会長）の主催で開催され、市内４会場には、市民の皆さんのひな段
飾りや、会員手づくりのひな人形、さげもんなどが多数展示されました。
　来場者にも一緒に楽しんでもらおうと、子ども着物着付けやひな人
形作り体験、ひなまつりコンサートや手作りマルシェも開催され、おもて
なしのお茶席も多くの人で賑わいました。
　また、４会場を巡るスタンプラリーも同時に行われました。

小城街道ひなまつり盛会のうちに終了

　三日月町出身の社会学者・経済学者高田保馬を主人公としたふるさ
と映画「志は朽ちざるに在り」。小城市映画製作実行委員会から教材用
DVDを市内各小中学校へ寄贈いただきました。郷土の先人の志に学
び、ふるさとへの誇りを育む学習に活用します。

22

【木】
12 寄贈ありがとうございます

ホームページ
でも公開中！

たかた やすま

22

【金】
27

【日】
133

～
あいかわ

ただひこ

あいうら みつこ

ふじせ あい

藤瀬さん 相浦さん（親族）

【佐賀県芸術文化功労賞】（故）相浦充子さん （着物着付）

任
用
期
間

　
令
和
８
年
６
月
１
日
㈪
～

　
令
和
８
年
10
月
３０
日
㈮

申
込
方
法

　
市
が
指
定
す
る
様
式
「
小

城
市
会
計
年
度
任
用
職
員
採

用
試
験
申
込
書
」
を
使
用
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た

は
環
境
課
、
廃
棄
物
中
継

セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
て

い
ま
す
。

申
込
期
間　
４
月
２１
日
㈫
～

　
５
月
８
日
㈮

選
考
方
法

　

廃
棄
物
中
継
セ
ン

タ
ー
で
面
接
を
行
い
ま

す
。
日
時
や
場
所
な
ど

の
詳
細
は
、
応
募
後
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

合
格
発
表

　
試
験
実
施
後
、 

速
や
か
に
文
書

で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

小城市会計年度任用職員を募集します（小城市廃棄物中継センター作業員）
問 申  廃棄物中継センター　☎37・6145

職種 採用
予定 主な業務内容 勤務条件 支給

単位
報酬など
（円）

資格・免許
などの条件 勤務場所

作業員 ２人 収集作業
場内作業

月～金曜日のうち３日間（シフト制）
８時～16時15分（１日７時間15分勤務）
特殊勤務手当・通勤手当有り

日額 8,686 体力試験
有り

廃棄物
中継センター

募集職種・採用人数・業務内容・勤務条件

詳細はこちら
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お知らせ

《税率が改正されます》
区分 算定区分 令和７年度まで 令和８年度から

医療分
所得割 9.90% 9.30%
均等割 32,800円 32,500円
平等割 36,400円 34,900円

後期高齢者
支援分

所得割 3.00% 2.90%
均等割 9,100円 9,400円
平等割 9,500円 9,400円

介護分
所得割 2.90% 2.50%
均等割 9,400円 9,000円
平等割 5,500円 5,200円

（新設）
子ども・
子育て
支援分

所得割 − 0.30%
均等割 − 1,100円
平等割 − 700円
均等割

（18歳以上） − 100円

《課税限度額が改正されます》
区分 令和７年度 令和８年度

医療分 66万円 67万円
後期高齢者支援分 26万円 26万円

介護分 17万円 17万円
（新設）子ども・

子育て支援分 − 3万円
計 109万円 113万円

《軽減判定所得基準額が改正されます》
区分 世帯の合計所得（国保加入者と特定同一世帯所属者）

７割軽減 43万円 + 10万円×（給与所得者等の数−１）
５割軽減 43万円 + 31万円×（被保険者数（※１）） + 10万円×（給与所得者等の数−１）
２割軽減 43万円 + 57万円×（被保険者数（※１）） + 10万円×（給与所得者等の数−１）

　
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
都

道
府
県
が
運
営
の
主
体
と
な
り
、 

財
政
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
８
年
度
の
保
険
税
率
な

ど
に
つ
い
て
、
市
で
は
佐
賀
県

が
示
す
標
準
保
険
税
率
な
ど
を

参
考
に
決
定
し
ま
し
た
。

　
国
保
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

詳
細
は
こ
ち
ら

令和８年度からの国民健康保険税率改正のお知らせ
問  保険年金課　☎37・6101

（※１）同じ世帯の中
で国民健康保険の被
保険者から後期高齢
者医療の被保険者に
移行した人を含む

　
物
価
の
高
騰
な
ど
の
影
響

を
受
け
て
い
る
市
民
の
負
担

を
軽
減
す
る
と
と
も
に
事
業

者
を
応
援
す
る
た
め
、
１
人

当
た
り
１
０
、０
０
０
円
分

の
「
小
城
市
第
２
弾
物
価
高

騰
対
応
く
ら
し
応
援
券
」
を

市
内
全
世
帯
主
に
発
送
し
ま

す
。

　
発
送
時
期
は
５
月
上
旬
を

予
定
し
て
お
り
、
使
用
期
限

は
10
月
31
日
㈯
で
す
。

　
期
限
が
過
ぎ
る
と
使
用
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
期
限
内
に

ご
使
用
く
だ
さ
い
。

※�

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

お
よ
び
大
型
店
舗
な
ど
で

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
物
価
高
騰
対
応
く
ら
し
応

援
券
を
使
え
る
お
店
一
覧
は
、 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認

い
た
だ
け
ま
す
。

詳
細
は
こ
ち
ら

　
３
月
議
会
に
て
、
小
城
市

企
業
誘
致
推
進
条
例
を
改
正

し
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、

新
た
に
浄
化
槽
設
置
補
助
金

を
新
設
し
ま
し
た
。

　
市
内
の
浄
化
槽
処
理
促
進

区
域
で
は
、
今
ま
で
50
人
槽

を
超
え
る
浄
化
槽
を
設
置
す

る
場
合
に
補
助
な
ど
の
支
援

メ
ニ
ュ
ー
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
４
月
か
ら
事
業
者

が
浄
化
槽
を
設
置
す
る
場
合

の
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
新
設
し

て
い
ま
す
。

　
詳
細
は
、
商
工
観
光
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
機
動
的
に
対
応
で

き
る
よ
う
新
た
に
産
業
部
商

工
観
光
課
に
企
業
立
地
係
を

新
設
し
ま
し
た
。

　
市
外
か
ら
の
企
業
進
出
だ

け
で
な
く
、
市
内
の
事
業
者

の
皆
さ
ん
も
し
っ
か
り
と
支

援
い
た
し
ま
す
の
で
お
気
軽

に
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。

物価高騰対応くらし応援券を
発送します

問  商工観光課　☎37・6129

企業立地の際の浄化槽設置
補助金を新設しました

問  商工観光課　☎37・6129
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お知らせ

　
令
和
８
年
度
の
介
護
保
険
料
は

４
月
１
日
現
在
の
世
帯
に
お
け
る

住
民
税
の
課
税
状
況
な
ど
に
よ
っ

て
７
月
に
確
定
し
ま
す
。

　
保
険
料
が
確
定
す
る
ま
で
の
納

付
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

　
４
・
６
・
８
月
の
納
付
額
は
、

令
和
８
年
２
月
と
同
額
を
天
引
き
。

（
８
月
か
ら
保
険
料
が
変
更
に
な

る
場
合
あ
り
）

普
通
徴
収
（
口
座
振
替・納
付
書
）

　
４
月
か
ら
７
月
ま
で
は
令
和
８

年
４
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在

の
世
帯
の
状
況
と
、
令
和
７
年
度

住
民
税
の
課
税
状
況
に
よ
り
算
定

し
た
保
険
料
を
暫
定
的
に
納
付
。

（
４
月
中
旬
に
納
入
通
知
書
を
送

付
）

介
護
保
険
料
の
減
免

　

災
害
や
著
し
い
収
入
の
減
少

（
失
業
や
長
期
入
院
な
ど
）な
ど
の

特
別
な
事
情
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料
の

減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。（
失
業

や
定
年
退
職
・
自
己
都
合
退
職
は

除
く
）

　
詳
細
は
、
佐
賀
中
部
広
域
連
合

業
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

65歳以上の人の介護保険料のお知らせ
問  佐賀中部広域連合 業務課　☎４０・１１３５／高齢障がい支援課　☎３７・６１０８

令和８年度　65歳以上の段階別介護保険料額（概要）
所得段階 対象となる人 率 年額

第１段階
生活保護受給者

0.285 20,388円
世帯全員が住民税非課税で
前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が

82.65万円以下の人
第２段階 82.65万円超120万円以下の人 0.485 34,692円

第３段階 120万円超の人 0.685 48,996円

第４段階 世帯の誰かに住民税が課税さ
れているが、本人は住民税非
課税で前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が

82.65万円以下の人 0.900 64,368円

第５段階 82.65万円超の人 基準額 71,520円

第６段階

本人が住民税課税で
前年の合計所得金額が

120万円未満の人 1.200 85,824円
第７段階 120万円以上210万円未満の人 1.300 92,976円
第８段階 210万円以上320万円未満の人 1.500 107,280円
第９段階 320万円以上420万円未満の人 1.700 121,584円
第10段階 420万円以上520万円未満の人 1.900 135,888円
第11段階 520万円以上620万円未満の人 2.100 150,192円
第12段階 620万円以上720万円未満の人 2.300 164,496円
第13段階 720万円以上の人 2.400 171,648円

認知症予防のために運動しませんか？
問  高齢障がい支援課　☎37・6108

　
定
期
的
に
運
動
す
る
こ
と
で
、
認
知
症

の
予
防
に
つ
な
が
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。
一
人
で
運
動
し
て
も
な
か
な
か
継

続
し
づ
ら
い
も
の
で
す
。

　
皆
さ
ん
と
一
緒
に
楽
し
み
な
が
ら
運
動

し
ま
し
ょ
う
。

オ
レ
ン
ジ
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

（
運
動
教
室
）

場
所

　
ゆ
め
り
あ

利
用
料

　
１
回 

３
０
０
円

実
施
回
数　
年
間
１６
回

時
間　
１０
時
～
１１
時
３０
分

内
容

　
認
知
症
予
防
を
目
的
と
し
た
運
動

持
参
す
る
も
の

　
室
内
用
シ
ュ
ー
ズ
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物

対
象
者

・�

６５
歳
以
上
の
自
立
し
た
高
齢
者
で
、
継

続
的
に
参
加
で
き
る
人

・�

主
治
医
か
ら
運
動
の
制
限
を
受
け
て
い

な
い
人

・�

自
身
も
し
く
は
家
族
送
迎
で
ゆ
め
り
あ

ま
で
来
る
こ
と
が
可
能
な
人

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

�

三
日
月
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
「
ゆ
め
り
あ
」

　
☎
７３
・
９
２
８
０

詳細はこちら
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お知らせ

　
高
齢
者
帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
の
接

種
費
用
の
一
部
助
成
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
対
象
者
に
は
４
月
に
、
必
要
書
類

の
入
っ
た
封
筒
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

接
種
期
限

　
令
和
９
年
３
月
３１
日
㈬
ま
で

※�

接
種
期
間
内
で
あ
れ
ば
、
誕
生
日

前
で
も
接
種
可
能
で
す
。

※�

期
限
を
過
ぎ
る
と
全
額
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。

対
象
者　
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
接
種
を
希
望
す
る
人

①�

令
和
８
年
度
中
に
６５
、
７０
、
７５
、

８０
、
８５
、
９０
、
９５
、
１
０
０
歳
と

な
る
人
（
令
和
７
年
度
か
ら
令
和

１１
年
度
ま
で
の
経
過
措
置
）

②�

接
種
日
に
６０
歳
以
上
６５
歳
未
満
で

あ
り
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
免
疫
の
機
能
に
障
が
い
が

あ
る
人

　
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度
）

※�

た
だ
し
、
過
去
に
帯
状
疱
疹
ワ
ク

チ
ン
を
自
費
で
接
種
を
し
た
こ
と

が
あ
り
、
帯
状
疱
疹
の
予
防
接
種

を
行
う
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

ワ
ク
チ
ン
の
種
類

　
次
の
1
、
2
の
い
ず
れ
か

1
生
ワ
ク
チ
ン
（
１
回
接
種
）

2
組
換
え
ワ
ク
チ
ン
（
２
回
接
種
）

費
用
（
自
己
負
担
額
）

1
生
ワ
ク
チ
ン　
２
、５
０
０
円

2
組
換
え
ワ
ク
チ
ン

　
６
、４
０
０
円
（
１
回
あ
た
り
）

※�

医
療
機
関
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。 

生
活
保
護
受
給
者
に
は
費
用
免
除

が
あ
り
ま
す
。

助
成
回
数

　
ど
ち
ら
か
の
ワ
ク
チ
ン
に
限
り
、

生
涯
一
度
限
り
（
組
換
え
ワ
ク
チ
ン

は
２
回
で
一
度
と
み
な
し
ま
す
）
と

な
り
ま
す
。

※�

令
和
８
年
度
対
象
の
人
は
、
現
時

点
で
は
、
来
年
度
以
降
の
補
助
の

対
象
外
と
な
り
ま
す
の
で
、
今
年

度
中
の
接
種
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

医
療
機
関
へ
持
参
す
る
も
の

・
本
人
確
認
書
類

・
予
診
票

・�

済
証

・�

６０
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
人
は

　
身
体
障
害
者
手
帳

・
生
活
保
護
受
給
者
は
証
明
書

接
種
場
所

　
県
内
の
指
定
医
療
機
関

　
一
部
の
医
療
機
関
で
接
種
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
医
療
機

関
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
市
内
の
接
種
で
き
る
医
療
機
関
は
、 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

詳
細
は
こ
ち
ら

高齢者の帯状疱疹予防接種のお知らせ
問  健康福祉課　☎37・6106

高齢者の肺炎球菌予防接種のお知らせ
問  健康福祉課　☎37・6106

〈令和８年度対象者〉
年齢 生年月日

65歳 昭和36年４月２日～
昭和37年４月１日生

70歳 昭和31年４月２日～
昭和32年４月１日生

75歳 昭和26年４月２日～
昭和27年４月１日生

80歳 昭和21年４月２日～
昭和22年４月１日生

85歳 昭和16年４月２日～
昭和17年４月１日生

90歳 昭和11年４月２日～
昭和12年４月１日生

95歳 昭和６年４月２日～
昭和７年４月１日生

100歳 大正15年４月２日生〜
昭和２年４月１日生

　
令
和
８
年
度
の
高
齢
者
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
定
期
接
種
の
対
象
者
は
次

の
と
お
り
で
す
。
対
象
者
に
は
６５
歳

に
な
る
月
に
、
必
要
書
類
の
入
っ
た

封
筒
を
送
付
し
ま
す
。

接
種
期
間

　
６５
歳
に
な
っ
て
か
ら
の
１
年
間

※�

６６
歳
か
ら
は
全
額
自
己
負
担

　

�（
１
０
、０
０
０
円
程
度
）
と
な
り 

ま
す
。

対
象
者　
次
の
①
、②
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
接
種
を
希
望
す
る
人

※�

た
だ
し
、過
去
に
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン（
２３
価
ワ
ク
チ
ン
）を
自
費
・
公

費
問
わ
ず
接
種
を
し
た
こ
と
が
あ

る
人
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

①�

接
種
日
に
６５
歳
の
人

②�

接
種
日
に
６０
歳
以
上
６５
歳
未
満
で

あ
り
、
心
臓
、
腎
臓
も
し
く
は
呼

吸
器
の
機
能
ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不

全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能

に
障
が
い
が
あ
る
人

　
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度
）

接
種
回
数　
１
回

費
用
（
自
己
負
担
額
）

　
３
、３
０
０
円

※�

医
療
機
関
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

生
活
保
護
受
給
者
に
は
費
用
免
除

が
あ
り
ま
す
。詳

細
は
こ
ち
ら
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お知らせ

　
市
で
は
、が
ん
患
者
の
皆
さ
ん
が
、

治
療
に
伴
う
ア
ピ
ア
ラ
ン
ス（
外
見
）

上
の
変
化
を
カ
バ
ー
し
、
安
心
し
て

療
養
生
活
や
社
会
参
加
に
取
り
組
む

た
め
の
一
助
と
な
る
よ
う
、
医
療
用

補
正
具
の
購
入
費
用
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

助
成
の
対
象
と
な
る
人

　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人　

①�

申
請
日
に
お
い
て
小
城
市
に
住
民

票
が
あ
る
人

②�

が
ん
に
係
る
治
療
を
現
に
受
け
て

い
る
、
ま
た
は
過
去
に
受
け
て
い

た
人

③�

が
ん
の
治
療
に
伴
う
脱
毛
、
ま
た

は
乳
房
の
切
除
に
よ
り
、
医
療
用

補
正
具
を
購
入
し
て
い
る
人

④�

当
該
年
度
に
お
い
て
、
他
の
自
治

体
か
ら
同
種
の
助
成
な
ど
を
受
け

て
い
な
い
人

助
成
対
象
経
費

①
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ

②
乳
房
補
正
具

※�

本
体
に
含
ま
れ
な
い
付
属
品
お
よ

び
ケ
ア
用
品
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。

助
成
金
額

　
購
入
費
用
の
２
分
の
１

　
（
上
限
２
万
円
）

※
１
円
未
満
は
切
り
捨
て
。

助
成
回
数

　
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
、
乳
房
補
正
具

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
１
年
度
に
１
回

申
請
期
限

　
購
入
日
の
翌
日
か
ら
１
年
以
内

必
要
書
類

①�
申
請
書
（
健
康
福
祉
課
窓
口
に
設

置
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

②�

が
ん
に
係
る
治
療
を
受
け
て
い
る
、 

ま
た
は
過
去
に
受
け
た
こ
と
を
証

明
す
る
書
類

③�

医
療
用
補
正
具
を
購
入
し
た
領
収

書
（
原
本
）

※�

日
付
、
宛
名
、
購
入
金
額
、
商
品

名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
。

④�

申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

　

�（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転

免
許
証
な
ど
）

⑤
振
込
先
口
座
の
通
帳
の
写
し

⑥
印
か
ん
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

詳
細
は
こ
ち
ら

がん患者アピアランスケア助成金のご案内
問 申  健康福祉課　☎３７・６１０６

　
市
で
は
、
骨
髄
ま
た
は
末
梢
血
幹

細
胞
（
以
下
「
骨
髄
等
」
と
い
う
）

の
移
植
の
推
進
を
図
る
た
め
、
公
益

財
団
法
人
日
本
骨
髄
バ
ン
ク
が
実
施

す
る
骨
髄
バ
ン
ク
事
業
に
お
い
て
、

骨
髄
等
の
提
供
を
行
っ
た
人
に
助
成

金
を
交
付
し
ま
す
。

助
成
の
対
象
と
な
る
人

　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

①�

日
本
骨
髄
バ
ン
ク
に
ド
ナ
ー
登
録

を
し
て
い
る
人

②�

骨
髄
等
の
提
供
を
完
了
し
、
こ
れ

を
証
明
す
る
書
類
の
交
付
を
受
け

た
人

③�

骨
髄
等
を
提
供
し
た
日
お
よ
び
申

請
時
に
お
い
て
、
小
城
市
に
住
所

を
有
す
る
人

④�

他
の
自
治
体
が
実
施
す
る
同
種
の

助
成
を
受
け
て
い
な
い
人

助
成
内
容
・
助
成
金
額

　
骨
髄
等
の
提
供
の
た
め
の
通
院
お

よ
び
入
院
な
ど
に
要
し
た
日
数
×
２

万
円

（
上
限
一
回
の
提
供
に
つ
き
１４
万
円
）

※�
骨
髄
等
の
採
取
術
お
よ
び
こ
れ
に

関
連
し
た
医
療
処
置
に
よ
っ
て
生

じ
た
健
康
被
害
に
よ
る
通
院
お
よ

び
入
院
は
除
き
ま
す
。

申
請
期
限

　

骨
髄
等
の
提
供
が
完
了
し
た
日

（
提
供
に
係
る
入
院
を
し
て
退
院
し

た
日
）
か
ら
１
年
以
内

必
要
書
類

①�

申
請
書
兼
請
求
書

　

�（
健
康
福
祉
課
窓
口
に
設
置
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

②�

日
本
骨
髄
バ
ン
ク
が
発
行
す
る
骨

髄
等
の
提
供
が
完
了
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
類

③�

骨
髄
等
の
提
供
に
係
る
通
院
、
入

院
ま
た
は
面
談
し
た
日
を
証
す
る

書
類

④�

本
人
確
認
書
類

　

�（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転

免
許
証
な
ど
）

⑤
振
込
先
口
座
の
通
帳
の
写
し

⑥
印
か
ん

　
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

　
健
康
福
祉
課　
健
康
増
進
係

骨髄等提供者に助成金を交付します
問 申  健康福祉課　☎３７・６１０６

詳細はこちら
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お知らせ

対
象
者

・�

申
請
日
時
点
で
小
城
市
国

民
健
康
保
険
の
加
入
期
間

が
１
年
以
上
の
人

・�
令
和
８
年
４
月
１
日
現
在

４０
歳
以
上
で
、
人
間
ド
ッ

ク
受
診
日
に
お
い
て
７５
歳

未
満
の
人

・�

国
民
健
康
保
険
税
を
完
納

し
て
い
る
世
帯

・�

令
和
８
年
度
の
特※

１
定
健
診

を
受
診
し
て
い
な
い
人

※
１�

特
定
健
診
と
は
４０
歳
以

上
７５
歳
未
満
の
人
を
対

象
と
し
た
健
診
の
こ
と

で
す
。

申
込
期
限　
５
月
２０
日
㈬

申
込
方
法　
市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公

式
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

ア
カ
ウ
ン
ト
を
お
持
ち
で
な

い
人
に
つ
い
て
は
、
保
険
年

金
課
窓
口
に
て
直
接
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

助
成
額

　
受
診
費
用
の
７
割

　
（
上
限
２
１
、５
０
０
円
）

定
員

①�

市
内
の
医
療
機
関
で
受
け

る
人　
１
２
０
人

②�

市
外
の
医
療
機
関
で
受
け

る
人　
４０
人

※�

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽

選
と
な
り
ま
す
。（
先
着
順

で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

助
成
対
象
期
間

　
令
和
９
年
２
月
２８
日
㈰
ま

で
の
受
診
分

※�

受
診
日
に
市
外
へ
転
出
し

て
い
た
場
合
や
他
の
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
た
場

合
は
、助
成
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
受
付
後
の
通
知
に
つ
い

て
　
申
し
込
み
後
、
審
査
を
行

い
、
助
成
の
「
可
・
否
」
に

つ
い
て
郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル

で
通
知
し
ま
す
。
助
成
対
象

者
と
な
っ
た
場
合
は
、「
人
間

ド
ッ
ク
助
成
券
」
を
受
け
取

り
に
必
ず
ご
来
庁
く
だ
さ

い
。

※�

健
診
結
果
に
基

づ
き
、
市
の
保

健
師
な
ど
が
事

後
指
導
を
行
う

場
合
が
あ
り
ま

す
。

令和８年度 小城市国保人間ドック助成の申し込みを受け付けます
問 申  保険年金課　☎３７・６１０１

LINEで人間ドック助成の申し込みができます

※令和８年４月20日（月）から５月20日（水）まで
　受け付けています。
　　　　　　　　

LINEでの申込方法
①小城市LINE公式アカウントを友だち追加します。

②「手続き・申請（健康・福祉）」内の「人間ドック助成（国保）」から
　申し込んでください。

詳細はこちら

友だち追加はこちらから

　
多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
と
は
、
農

業
者
お
よ
び
地
域
住
民
な
ど
で
グ
ル
ー

プ
（
活
動
組
織
）
を
つ
く
り
、
農
業
を

支
え
る
共
用
の
設
備
を
維
持
管
理
す
る

た
め
の
地
域
の
共
同
作
業
な
ど
に
、
協

定
で
定
め
ら
れ
た
農
用
地
の
面
積
に
応

じ
て
支
払
わ
れ
る
交
付
金
で
す
。

　
令
和
９
年
度
か
ら
交
付
金
の
活
用
を

希
望
さ
れ
る
組
織
は
、
８
月
末
ま
で
に

農
村
整
備
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

補
助
対
象
経
費

　

共
同
作
業
に
よ
る
日
当
や
消
耗
品

（
チ
ッ
プ
ソ
ー
や
混
合
油
な
ど
）、
農
業

を
支
え
る
共
用
設
備
の
補
修
や
更
新
な

ど
の
費
用

　
農
道
で
の
農
作
業
車
と
一
般
車
両
と

の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
農

作
業
で
は
大
型
の
機
械
な
ど
を
使
用
す

る
の
で
、
狭
い
農
道
で
は
、
す
れ
違
い

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
田
植
え
な
ど
が
始
ま
り
、

農
作
業
中
の
車
や
機
械
が
農
道
に
停
車

し
て
い
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。
農

道
は
、
農
作
業
を
行
う
た
め
に
整
備
さ

れ
た
も
の
で
す
。
農
作
業
中
の
車
や
機

械
が
止
ま
っ
て
い
る
際
は
、
無
理
に
通

行
す
る
こ
と
は
お
控
え
く
だ
さ
い
。

多面的機能支払交付金のご案内

問 申  農村整備課　☎３７・６１２７

安全に農作業を行うため
ご協力ください！

問  農村整備課　☎３７・６１２７
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お知らせ

　
動
物
愛
護
管
理
法
や
法
に
基
づ
く
環

境
省
の
基
準
に
よ
り
、
飼
い
主
に
は

「
終
生
飼
養
」「
繁
殖
制
限
」「
危
害
防
止
」

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。「
自
分

だ
け
は
大
丈
夫
」
と
思
わ
ず
、
法
律
に

基
づ
い
た
適
正
な
飼
育
を
徹
底
し
て
く

だ
さ
い
。

散
歩
中
の
フ
ン
放
置
は
法
律
違
反
の
恐

れ
が
あ
り
ま
す

　
フ
ン
の
放
置
は
マ
ナ
ー
違
反
に
と
ど

ま
ら
ず
、
法
律
に
触
れ
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

①
廃
棄
物
処
理
法
・
軽
犯
罪
法

　
フ
ン
を
道
路
や
他
人
の
土
地
に
放
置

す
る
こ
と
は
、「
廃
棄
物
処
理
法
」
な
ど

に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。「
土

に
埋
め
る
」 「
側
溝
に
流
す
」
行
為
も

不
法
投
棄
と
み
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
必
ず
持
ち
帰
り
、
適
正
に
処
理

し
て
く
だ
さ
い
。

②
お
し
っ
こ
は
水
で
洗
い
流
す

　
環
境
省
の
基
準
で
は
「
周
辺
環
境
を

損
な
わ
な
い
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
電
柱
や
壁
へ
の
配
慮
を
し
、
排

泄
後
は
た
っ
ぷ
り
の
水
で
洗
い
流
し
て

く
だ
さ
い
。
散
歩
時
は
水
入
り
ボ
ト
ル

を
必
ず
携
帯
し
ま
し
ょ
う
。

不
妊・去
勢
手
術
は
「
法
律
上
の
義
務
」

で
す

　
「
か
わ
い
そ
う
」
は
誤
り
で
す
。
法

律
は
飼
い
主
に
繁
殖
制
限
を
求
め
て
い

ま
す
。

法
律
上
の
義
務
と
罰
則

　
動
物
愛
護
管
理
法（
第
３７
条
）で
は
、

適
正
に
飼
え
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
場

合
の
繁
殖
制
限
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

　
手
術
を
怠
り
多
頭
飼
育
崩
壊
（
ネ
グ

レ
ク
ト
）
に
至
る
と
、同
法
（
第
４４
条
）

の
「
虐
待
」
に
あ
た
り
、
１
年
以
下
の

拘
禁
刑
ま
た
は
１
０
０
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

手
術
は
ペ
ッ
ト
を
守
る
手
段

　
病
気
（
生
殖
器
系
）
の
予
防
、
ス
ト

レ
ス
軽
減
、
問
題
行
動
の
抑
制
な
ど
、

健
康
と
安
全
に
つ
な
が
り
ま
す
。

猫
の
飼
い
主
・

エ
サ
や
り
を
す
る
人
へ

①
室
内
飼
育
に
努
め
る

　
（
環
境
省
基
準
）

　
交
通
事
故
、
感
染
症
、
近
隣
ト
ラ
ブ

ル
（
フ
ン
尿
・
車
へ
の
傷
）
を
防
ぐ
た

め
、
室
内
飼
育
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

②
無
責
任
な
エ
サ
や
り
は
Ｎ
Ｇ

　
エ
サ
を
与
え
る
だ
け
で
は
、
過
酷
な

環
境
で
暮
ら
す
猫
を
増
や
す
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。
不
妊
去
勢
手
術
や
食
べ

残
し
の
片
付
け
な
ど
、
最
期
ま
で
見
守

る
管
理
責
任
を
果
た
し
て

く
だ
さ
い
。

ペットの飼育は「法律」に基づく責任があります
問  環境課　☎３７・６１０２

環
境
省
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「
宣
誓
！
無
責
任
飼
い
主

０ゼ
ロ

宣
言
！！
」

環
境
省
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「
ふ
や
さ
な
い
の
も
愛
」

地域猫活動クラウドファンディングの結果報告
　令和７年12月１日から令和８年２月27日に実施しました地域猫活動クラウド
ファンディングは、多くの寄附をいただき、目標金額50万円を達成することが
できました。ご支援・ご協力を賜り、ありがとうございました。
　いただいた寄附金は、猫と人が安心して共生できるまちづ
くりのため、地域猫活動団体に不妊去勢手術費用の一部への
補助金として活用いたします。 環境課　☎37・6102問

目標達成

寄附金額  654,000円
支援人数  34人
支援事業所  １社

～
フ
ン
の
放
置
や
多
頭
飼
育
崩
壊
は

�

法
律
に
触
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
～
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お知らせ

　
令
和
８
年
６
月
１
日
㈪
を
基
準

日
と
し
て
、「
令
和
８
年
経
済
セ
ン

サ
ス
（
活
動
調
査
）」
を
実
施
し

ま
す
。

調
査
目
的

　
事
業
所
お
よ
び
企
業
の
経
済
活

動
の
状
態
を
全
国
的
お
よ
び
地
域

別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。

調
査
対
象

　
工
場
や
飲
食
店
、
個
人
事
務
所

な
ど
を
含
む
、
全
て
の
事
業
所
・

企
業
が
対
象
で
す
。

提
出
期
限　
６
月
８
日
㈪

※�

期
限
ま
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

回
答
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
場

合
は
、
調
査
員
証
を
携
帯
し
た

調
査
員
が
伺
い
ま
す
の
で
、
調

査
の
趣
旨
・
必
要
性
を
ご
理
解

い
た
だ
き
、
調
査
票
の
記
入
を

お
願
い
し
ま
す
。

詳
細
は
こ
ち
ら

経
済
セ
ン
サ
ス

−

活
動
調
査

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

第十二回特別弔慰金の請求を受付中です
問 申  健康福祉課　☎37・6106

　
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
、
戦
没

者
等
の
ご
遺
族
に
対
す
る
第
十
二
回

特
別
弔
慰
金
の
請
求
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
対
象
と
な
る
人
で
、
ま
だ

請
求
さ
れ
て
な
い
人
は
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

支
給
対
象
者

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族

で
、
令
和
７
年
４
月
１
日
に
お
い
て

公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど
を
受

け
る
人
が
い
な
い
場
合
に
、
次
の
順

番
に
よ
る
先
順
位
の
一
人
の
遺
族
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

①�

令
和
７
年
４
月
１
日
ま
で
に
弔
慰

金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
人

②
戦
没
者
等
の
子

③�

戦
没
者
等
の 

父
母
、孫
、祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹

　

�（
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計

関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か

に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま

す
）

④�

前
記
①
か
ら
③
以
外
の
戦
没
者
等

の
三
親
等
内
の
甥
、
姪
な
ど
の
親

族
（
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
生
計
関
係
を
有

し
て
い
た
人
に
限
定
さ
れ
ま
す
）

支
給
内
容

　
額
面
２
７
５
、０
０
０
円

　
（
５
年
償
還
の
記
名
国
債
）

請
求
期
間

　
令
和
７
年
４
月
１
日
～
令
和
10
年

３
月
31
日

　

�（
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
第
十
二

回
特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
）

請
求
に
必
要
な
書
類

健
康
福
祉
課
窓
口
で
配
付
す
る
書
類

・
請
求
書

・
現
況
申
立
書

ご
準
備
い
た
だ
く
書
類

・
請
求
者
の
戸
籍
抄
本

・
本
人
確
認
書
類

・
そ
の
他
書
類

　
請
求
者
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
な

書
類
が
異
な
り
ま
す
。
詳
細
は
、
健

康
福
祉
課
地
域
福
祉
係
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

令和８年経済センサス
（活動調査）を実施します

問  企画政策課　☎37・6115

　
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座（
入
門・ 

基
礎
課
程
）
の
受
講
生
を
募
集
し

ま
す
。
手
話
に
興
味
が
あ
る
人
、

基
礎
か
ら
学
び
た
い
人
な
ど
の
受

講
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時　
６
月
５
日
㈮
～

　
毎
週
火
・
金
曜
日　
計
47
回

　
１８
時
３０
分
～
２０
時
３０
分

場
所　
ゆ
め
ぷ
ら
っ
と
小
城

�

対
象
者　
市
内
に
居
住
・
通
勤
・

通
学
し
て
い
る
高
校
生
以
上
の
人

※�

高
校
生
は
保
護
者
の
同
意
が
必

要
で
す
。

定
員　
２０
人

　
（
初
め
て
の
受
講
者
優
先
）

�

内
容　

手
話
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎

受
講
料　
２
、２
９
０
円

　
（
テ
キ
ス
ト
代
）

申
込
期
限　
５
月
１５
日
㈮

�

申
込
方
法　
高
齢
障
が
い
支
援
課

窓
口
ま
た
は
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
請
書

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、 

郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
提
出
も
可
能

で
す
。

詳
細
は
こ
ち
ら

申
込
は
こ
ち
ら
か
ら

手話を勉強してみませんか？

問 申  高齢障がい支援課　☎３７・６１０８　℻３７・６１６２
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砥
川
石
工
は
、
牛
津
町
上
砥
川
谷

地
区
を
拠
点
と
し
た
石
工
集
団
で
、

江
戸
時
代
に
は
、
平ひ

ら
川か

わ
与よ

し
え
も
ん

四
右
衛
門

ら
が
優
れ
た
石
造
物
を
制
作
し
て
い

ま
し
た
。
彼
ら
の
作
品
は
、
佐
賀
県

内
は
も
と
よ
り
県
外
で
も
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
今
回
、
指
定
さ
れ
た
石
工
道
具
類

は
、
旧
牛
津
町
や
歴
史
資
料
館
に
寄

贈
さ
れ
た
道
具
類
１
４
５
点
で
、
最

終
期
の
砥
川
石
工
３
人
が
昭
和
か
ら

平
成
初
期
に
か
け
て
実
際
に
使
用
し

て
い
た
も
の
で
す
。

　
石
材
加
工
に
用
い
た
一
連
の
道
具

が
ほ
ぼ
揃
っ
て
い
る
う
え
に
、
未
完

成
の
石
造
物
に
は
、
完
成
品
で
は
確

認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
各
工
程
で

道
具
を
使
い
分
け
た
加
工
痕
が
残
っ

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
石
工
道
具
類
は
、
江
戸

時
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
上
砥
川
を

拠
点
に
西
北
九
州
や
中
九
州
で
広
く

活
躍
し
た
砥
川
石
工
の
営
み
や
技

術
、
歴
史
を
物
語
る
貴
重
な
資
料
と

し
て
、
令
和
８
年
２
月
２６
日
付
け
で

小
城
市
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

「
砥
川
石
工
道
具
類
」
の
展
示

会
を
開
催
し
ま
す

　
「
砥
川
石
工
道
具
類
」
が
市
重
要

文
化
財
に
な
っ
た
こ
と
を
記
念
し
て

展
示
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
石
工
道
具
類
の
実
物
や
パ
ネ
ル
を

展
示
し
、砥
川
石
工
を
紹
介
し
ま
す
。

期
間

　
５
月
１６
日
㈯
～
６
月
２１
日
㈰

休
館
日

　
月
曜
日
、
祝
日

※�

６
月
８
日
㈪
開
館
、
９
日
㈫
休
館

場
所

　
歴
史
資
料
館　
企
画
展
示
室

　
（
桜
城
館  

２
階
）

入
場
料　
無
料

「砥川石工道具類」が小城市重要文化財に指定されました
問  歴史資料館　☎71・1132

「砥川石工道具類」の一部

　
中
林
梧
竹
記
念
館
で
は
、
明
治

の
書
聖
・
梧
竹
の
作
品
を
定
期
的

に
入
れ
替
え
な
が
ら
紹
介
し
て
い

ま
す
。
制
作
年
代
や
書
体
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
見
せ
る
梧

竹
作
品
を
、
ぜ
ひ
味
わ
っ
て
み
て

く
だ
さ
い
。

期
間

　
４
月
25
日
㈯
～
６
月
21
日
㈰

※
休
館
日　
月
曜
日
、
祝
日

　
な
お
、
祝
日
で
開
館
す
る
日
、

平
日
で
休
館
す
る
日
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
い
た
だ
く
か
、
文
化
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

場
所

　
中
林
梧
竹
記
念
館

　
（
桜
城
館  

２
階
）

入
場
料

　
２
０
０
円

　
（
大
学
生
以
下
無
料
）

令和８年度 第一期収蔵品展を
開催します

問  文化課（桜城館 ２階）　☎71・1132

　
は
じ
め
て
パ
パ
マ
マ
に
な
る
ご

夫
婦
を
対
象
に
し
た
両
親
学
級
を

開
催
し
ま
す
。

日
時

　
６
月
１４
日
㈰

　
９
時
３０
分
～
１２
時

　
（
受
付 
９
時
〜
９
時
２５
分
）

場
所

　
ゆ
め
り
あ

対
象
者

　
初
め
て
出
産
を
迎
え
る
妊
婦

　
（�

出
産
予
定
日
が
７
月
～
１０
月

の
人
）
と
そ
の
配
偶
者

定
員　
２４
組
（
事
前
予
約
制
）

申
込
方
法

　
電
話
ま
た
は
二
次
元
コ
ー
ド
か

ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

内
容

・
保
健
師
に
よ
る
講
話

・
沐
浴
体
験

・
パ
パ
の
妊
婦
体
験

・
お
む
つ
交
換
体
験

詳
細
は
こ
ち
ら

申
込
は
こ
ち
ら
か
ら

パパママ教室を開催します

問 申  こども家庭課　☎37・6107
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【
市
民
部
】
部
長　
岩
崎
広
幸

【
建
設
部
】
部
長　
田
中
伸
嗣

【
教
育
部
】
部
長　
池
田
博
信

　
　
　
　

【
総
務
部
】

総
務
課
長

（兼）
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
長　
西 
精
一
郎

総
務
課
付（
佐
賀
県
）　

大
坪
大
介

企
画
政
策
課
長　
樋
渡
理
香

地
域
振
興
課
長　
大
坪
充
典

【
市
民
部
】

保
険
年
金
課
長　
楠
田 

武

【
福
祉
部
】

高
齢
障
が
い
支
援
課
長

相
原
伸
治

【
産
業
部
】

農
林
水
産
課
長　
飯
盛
孝
幸

【
建
設
部
】

下
水
道
課
長　
内
田
道
昭

都
市
計
画
課
長　
下
村
照
正

定
住
推
進
課
長　
岩
本
健
二

【
会
計
局
】 

会
計
管
理
者　
永
渕
実
希

【
教
育
委
員
会
】 

教
育
総
務
課
長　
空
閑 

剛

生
涯
学
習
課
長　
髙
塚
直
美

【
議
会
事
務
局
】 

次
長　
西
田
浩
二

部
長
級

課
長
級

令和８年度 人事異動
　令和８年４月１日付けで市職員の人事異動を行いました。課長級以上の異動は次のとおりです。

令
和
８
年
４
月
か
ら
市
役
所
の
組
織
が

変
わ
り
ま
し
た

　
変
更
の
あ
っ
た
部
署
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

部 変更前 変更後

総務部

総務課 庶務文書係、人事係、給与係、
衛生管理係 総務課 庶務文書係、人事係、給与係、

衛生管理係、秘書係

企画政策課 政策調整係、地域づくり係、
情報政策係 企画政策課 政策調整係、広報戦略係、

情報政策係
総合戦略課 総合戦略係、秘書広報係 ―

― 地域振興課 地域振興係

市民部 国保年金課 国保年金係、
後期高齢者医療係 保険年金課 国保年金係、

後期高齢者医療係
産業部 商工観光課 商工観光係 商工観光課 商工観光係、企業立地係

▲3Dによる正射画像

小城郷土史研究会／著立石の板
いた
碑
び

　小城市三日月町
立石の天満宮境内
に、その地名にふ
さわしい堂々とし

た石塔が立っています。高さ2.22ｍにおよぶ
この巨大な石塔は、かつては集落北東の水田の
中にあり、地元の人々から「千葉さん」と呼ば
れ親しまれてきました。その後、圃

ほ
場
じょう

整備に伴
い現在地へと移設されたものです。
　この石塔の最大の特徴は、その洗練された形
状にあります。塔身の幅は根元で37㎝ほどで
すが、上に向かうにつれてわずかに細くなって
おり、非常にスマートな印象を与えます。実際
にその前に立つと、細身ながらも天を突くよう
な高さに圧倒されることでしょう。
　塔の正面には、上部に円文と「南無妙法蓮華
経」の題目が深く刻まれ、下部には「天文五年

（1536年）二月」の紀年銘や、仏教用語であ

る「七分全徳」の文字が見て取れます。また、
移設の際には地下から一字一石経（石に経文を
一文字ずつ書いたもの）が多数出土しました。
これらの銘文や遺物から、この塔は戦国時代、
死者の追善供養や、自身の生前の徳を積む逆修
供養のために建てられた「題目板碑」と考えら
れます。
　造立当時の肥前は、山口県の大内氏の侵攻に
より、小城の千葉氏を取り巻く支配体系が崩壊
する転換期にありました。主家の少弐氏が追い
詰められ、千葉氏もまた、台頭する龍造寺氏に
次第に取り込まれていく激動の最中です。
　まさに“もののふ”たちが生死を懸け、家の存
続に奔走した時代。この塔は、過酷な乱世を生
きた武士たちの精神的支柱であり、小城の戦国
史を雄弁に物語る極めて貴重な文化財といえる
でしょう。
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月 火 水 木 金

午
前

内科新患 徳島 菅 内田 渡邊 小宮
一般内科 菅 菅

循環器内科 内田 中村 中村 龍 内田
龍 龍

呼吸器内科 小宮 ●田中 ●髙橋 ●田中 徳島
徳島 小宮

消化器内科 芥川 芥川 芥川
後藤 渡邊 渡邊 貞島 後藤

糖尿病内科 ●山口 髙木 髙木 ●山口 髙木
肝胆膵内科 木塚 ●桑代 木塚
産婦人科 佐護 佐護 佐護 佐護
小児科 市丸 市丸 藤田 市丸 藤田

整形外科
嶋﨑 嶋﨑 嶋﨑 嶋﨑 嶋﨑
宮本 宮本 宮本 宮本 宮本
宮﨑 宮﨑 宮﨑 宮﨑 宮﨑

外科 與田 園田 佐藤 三宅 三宅
三宅 與田 與田

泌尿器科 ●大学

午
後

内科新患 菅 後藤 大学（総合診療部） 菅 木塚
一般内科 菅

循環器内科 中村 内田 龍 ●大学
呼吸器内科 徳島
糖尿病内科 ●中川内 髙木
腎臓内科 力久

外科 與田 ●大学
産婦人科 佐護 佐護 佐護 佐護
小児科 市丸 市丸 藤田 市丸 藤田

眼科　※ ●大学
脳神経外科 ●大学
耳鼻咽喉科 ●大学 ●大学

皮膚科 ●大学 ●大学
リウマチ・膠原病科 ●大学 ●大学

脳神経内科 ●大学 ●大学
泌尿器科 ●大学 ●大学

� ●←予約制です。※新患の人はご相談ください。

令和８年度　公立佐賀中央病院　外来担当医一覧表（令和８年４月１日以降）
健診センターからのご案内
　当院健診センターでは、各
種人間ドックや特定健診、生
活習慣病予防健診、企業健診
に加え小城市・多久市の住民
の皆さんの対策型各種がん検
診も行っております。各種健
診のご予約やお問い合わせに
ついては、お気軽に担当まで
ご連絡ください。

　健診センター　☎20・2677問

受付・診療時間
受付時間 診療時間

午前
診療

 ８時30分～
11時30分

 ９時～
12時30分

午後
診療

13時～
16時30分

14時～
17時15分

※眼科の午後診療は13時開始です。
※�面会時間　14時～19時 
（�１回30分、３人ずつ、中学生

以上となります）
※�予約時間を変更される場合は、

13時30分から16時までにご連
絡ください。

　公立佐賀中央病院
☎20・3400

問

小
城
市
役
所
職
員

　
令
和
８
年
度
小
城
市
職
員
採
用
試
験
の
実

施
予
定
一
覧
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

ま
し
た
。

　
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
総
務
課

　
☎
37
・
６
１
１
２

公
立
佐
賀
中
央
病
院
職
員

採
用
区
分 

・
看
護
師

・
事
務
職
員

・
薬
剤
師

・
理
学
療
法
士・作
業
療
法
士

試
験
に
関
す
る
事
項　

　
受
験
資
格
、
試
験
日
、
手
続
き
な
ど
、
詳

細
に
つ
い
て
は
当
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

の
募
集
要
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※�

募
集
要
項
な
ど
に
つ
い
て
は
当
院
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
公
立
佐
賀
中
央
病
院 

事
務
局

　
☎
20
・
３
４
０
０

詳
細
は
こ
ち
ら

詳
細
は
こ
ち
ら

職員採用試験案内
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